
（ 別記）  

令和７ 年度有田町地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョ ン 

 

１  地域の作物作付の現状、 地域が抱える 課題  

 

 中山間地域が多く を占め、 平坦部と 比較し 生産コ ス ト や立地条件が不利な条件にある

中、 主食用米から 大豆や飼料作物等へ転作を推進し ている 。 近年は、 大豆について減少傾

向であり 、 飼料作物、 ＷＣ Ｓ 用稲等への転換が行われている 。  

 し かし ながら 、 水田面積に対する 不作付け地は、 令和５ 年度は、 22％。 令和６ 年度は、

22％、 令和７ 年度は、 20％( 令和７ 年４ 月１ 日時点) と 全体の２ 割を 占めている 。 原因と し

て、 耕作者の高齢化にと も なう 作付面積の減少、 農業者の農業継承の減少も あり 、 農地を

所有し ていても 作付けに至ら ない農地が増えつつある 。  

 ま た、 2020 年農林業センサス によ る と 、 2015 年農林業センサス で販売農家数 563 戸で

あっ たも のが、 2020 年では、 487 戸と 減少し ており 、 65 歳以上の経営者数が 2015 年で

278 人だったが、 2020 年では、 294 人。 農林業センサス の結果から も 、 農業を 継承する 若

年層の減少や農業経営者自体の高齢化が進んでいる こ と がわかる 。 こ のため集落営農組織

を 中心と し た大規模経営体によ る 営農体制の確立等を 目指し ている が、 組織の高齢化も 進

みつつある 。 若年ま たは中年層の新規就農者や認定農業者など の担い手の確保行う こ と

が、 緊急の課題と なっている 。  

 

 

２  高収益作物の導入や転作作物等の付加価値の向上等によ る 収益力 
強化に向けた産地と し ての取組方針・ 目標 

 

産地交付金を 活用し ながら 地域振興作物（ 玉葱、 露地みず菜、 南瓜、 ブロ ッ コ リ ー、 露

地胡瓜、 なす、 キヌ サヤ類、 高菜） の作付推進を 行う と と も に、 地域の気候や圃場の状況

について、 県の西松浦農業振興センタ ー等の指導や意見交換を行いつつ、 圃場条件の分析

等を 行い圃場にあっ た適地適作の推進を行う 。  

 ま た、 収益性・ 付加価値の向上についても 西松浦農業振興センタ ーや農協から の情報を

活用し つつ高収益作物を 推進し ていく 。  

 農業技術においては低コ ス ト 生産技術の導入・ 普及を 行い、 高齢化にも 対応し た農業技

術の普及を推進し ていく 。  

 

３  畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地と し ての取組方針・ 目標  

 

 転作確認等で水田の作付け状況の確認を 行い、 水稲作付けと 麦、 大豆、 野菜類など の畑

作物の作付けを 計画的に行い、 こ れま でと 同様の水田の利活用を おこ なう 。 地域の実情に

合わせたブロ ッ ク ロ ーテショ ン等によ り 水稲と 畑作物を 定期的に交互に作付けし 、 連作障

害の防止や圃場の維持を 行う 。  

 当該地域は、 地域的に平坦部が少なく 、 中山間地域など 傾斜が大き いと こ ろに圃場が多

い。 水稲作付けなど に必要な用水は、 地域内で共同管理し ており 、 隣接する 圃場や周辺圃

場と の連携が必要なため、 地域内で水稲と 畑作物の作付け計画の検討が必要である 。 畑地

化についても 同様であり 、 地域内での検討およ び隣接、 周辺水田に影響がないこ と の確認

が必要であり 、 影響がないこ と が確認でき たと こ ろで、 畑地化支援の活用を 検討する 。  

 



４  作物ごと の取組方針等  

 

町内の約 622ha（ 不作付地を含む） の水田について、 適地適作を 基本と し て、 産地交付金

を 有効に活用し ながら 、 作物生産の維持・ 拡大を 図る こ と と する 。  

（ １ ） 主食用米 

 令和７ 年産の主な作付け計画は、「 夢し ずく 」 が 87. 7ha、「 ヒ ノ ヒ カリ 」 が 144. 1ha、

「 さ がびよ り 」 が 50. 5ha、「 ひなたま る 」 が 38. 6ha と なっ ている 。  

 近年、 天候の影響で品質・ 収量が安定し ないなか高温耐性、 多収新品種「 ひなたま る 」

を 推進し 、 適地適品種によ る 高収量・ 高品質栽培に加え、 良食味米の安定生産を基本と し

た「 売れる 米づく り 」 を 推進する 。  

 

 

（ ２ ） 非主食用米 

気象や圃場条件によ り 、 大豆、 麦、 そば等の作付けが困難な地域において、 新たな転 

作作物と し て導入・ 作付拡大を 検討・ 推進し 、 平坦地域での転作面積の確保によ り 中山間

地域での主食用米の生産確保を 図る 。  

 

  ア 飼料用米 

令和 5 年度の作付面積は、 3. 4ha。 令和６ 年度の作付け面積は、 3. 0 ha と 横ばいにあ

る 。 令和７ 年度計画は、 米不足によ り 0ha と なっ ている 。 地域の畜産サイ ド の需要動向

や他の米転作作物の定着状況の確認・ 検証し つつ、 需要に応じ た生産を 基本に支援す

る 。 ま た、 飼料用米生産ほ場の稲わら 利用の取組（ 耕畜連携） についても 産地交付金を

活用し 、 支援する 。  

 

  イ  WCS 用稲 

令和 5 年度は、 36. 7ha、 令和６ 年度は、 38. 4ha、 令和７ 年度計画は、 35. 9ha と 変化し

ている 。 こ れは、 町内でブロ ッ ク ロ ーテーショ ンを行い、 地域内への畜産農家への安

定供給を おこ なっ ている 。 畜産農家と の契約に基づき 、 近隣圃場へ影響が出ないよ う

肥培管理及び防除等の栽培管理の徹底を 図り ながら 、 作付面積を 維持する 。 ま た、 産

地交付金を活用し 、 生産水田へ堆肥散布を 行う 資源循環の取組に対し 耕畜連携助成に

よ り 支援する 。  

 

 

（ ３ ） 麦、 大豆、 飼料作物 

 

ア 麦 

令和４ 年度ま での「 煌二条」 の作付から 品種の変更があり 令和 5 年度は「 サチホゴー

ルデン」、 令和６ 年度、 令和７ 年度と も に「 はる か二条」 の作付がほぼ 100％を占めて

いる 。 作付け面積は、 令和５ 年は、 72. 1ha。 令和６ 年は、 71. 3ha。 令和７ 年計画は、

66. 2ha と 減少し ている 。 安定生産・ 安定供給を 目指し ている 。 今後は、 産地交付金を

活用し て担い手に集約化し た作付けを推進する と と も に、 優良新品種の導入に向けた

試験栽培の実施・ 検討を 行いながら 、 品種の特性を活かし た栽培管理や実需者と の契

約取引等によ る 結び付き を強化する 。 ま た、 土づく り や資源循環型農業を推進する た

め、 産地交付金を 活用し て、 麦わら 有効利用の取組を 支援し ていく 。 二毛作と し て取

り 組む場合についても 、 産地交付金から 支援を 行う 。  

 

  イ  大豆 



  中山間地域等では作付けが困難である ため、 平坦地域を 中心に産地交付金を活用し な

がら 担い手に集約化し た作付けを 推進し ていたが、 令和５ 年度の作付は、 51. 9ha、 令和

６ 年度は 39. 5ha と 減少し ている 。  

令和７ 年度計画は、 29. 6ha と 大き く 減少傾向にあり 、 目標作付面積を 再設定し 、 栽

培暦を基に、 基本技術を徹底し た栽培管理を 推進し 、 施設等の処理能力に合っ た選別

調製処理を 行い、 品質の安定し た良質な大豆の確保を図る 。  

 

  ウ  飼料作物 

  畜産農家と の契約に基づき 、 現行の作付面積を維持する 。 二毛作と し て取り 組む場合

についても 、 産地交付金の産地戦略枠から 支援を 行う 。 ま た、 産地交付金を 活用し 、

生産水田へ堆肥散布を行う 資源循環の取組に対し 耕畜連携助成によ り 支援する 。  

  ま た、 飼料用作物の播種量・ 収量についても 確認が必要なこ と から 、 栽培暦を 基に、

基本技術を徹底し 、 良質な飼料作物の確保を図る 。  

 

（ ４ ） そば、 なたね 

地域の実需者と の契約に基づき 、 産地交付金を 活用し ながら 現行の作付面積を維持す

る 。 二毛作と し て取り 組む場合についても 、 産地交付金から 支援を 行う 。  

 

（ ５ ） 高収益作物 

 産地交付金を 活用し ながら 地域振興作物（ 玉葱、 露地みず菜、 南瓜、 ブロ ッ コ リ ー、 露

地胡瓜、 なす、 キヌ サヤ類、 高菜） の作付推進を 行う と と も に、 水田の有効利用と 産地化

を 図る 。 ま た、 その他の野菜等についても 産地交付金から 支援を 行う 。  

 

 
 

５  作物ごと の作付予定面積等 ～ ８  産地交付金の活用方法の明細  

別紙のと おり  
 

  



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

う ち
二毛作

う ち
二毛作

う ち
二毛作

351. 6 0 360 0 370 0

3 0 1. 4 0 0 0

38. 4 0 35. 9 0 36 0

71. 3 66. 4 69. 8 69. 8 75 70

39. 5 0 29. 6 0 25 0

38 32. 4 38. 9 34. 7 40 35

3 0. 8 4. 7 2. 4 5 2. 5

1. 8 0 0. 5 0 2 0

18. 9 0. 5 7. 8 0. 2 18. 5 1

・ 野菜 18. 4 0. 5 7. 3 0. 2 18 1

・ 花き ・ 花木 0. 5 0 0. 5 0 0. 5 0

11. 5 7. 4 10. 9 6. 9 16. 2 10

・ たま ねぎ 5. 2 3. 4 5. 9 4. 3 6. 5 4. 5

・ 露地みず菜 0 0 0 0 0. 1 0

・ かぼちゃ 0. 7 0 0. 8 0 1. 5 0. 5

・ ブロ ッ コ リ ー 0. 6 0. 1 0. 6 0. 1 1. 5 0. 5

・ 露地き ゅ う り 0. 1 0 0. 1 0 0. 1 0

・ なす 0. 4 0 0. 3 0 1 0

・ キヌ サヤ類 0. 1 0 0. 1 0 0. 5 0

・ 高菜 4. 4 3. 9 3. 1 2. 5 5 4. 5

0 0 0 0 0 0

※当年度の飼料用米の作付面積については、現地聞き取り調査により０haとなる。（R7.4.8時点）

（R7.4.1時点）

なたね

高収益作物

その他　 地域振興作物

畑地化

作物等

WCS用稲

麦

大豆

飼料作物

そば

前年度作付面積等
当年度の

作付予定面積等
（ R7. 4. 1時点）

令和８ 年度の
作付目標面積等

主食用米

飼料用米



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（ 実績）
【 令和６ 年度】

目標値
【 令和８ 年度】

10039ａ 10500ａ

15. 80% 24. 00%

211ａ 270ａ

0. 58% 0. 50%

※　 必要に応じ て、 面積に加え、 取組によ って得ら れる コ ス ト 低減効果等についても 目標設定し てく ださ い。
※　 目標期間は３ 年以内と し てく ださ い。

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1
玉葱、 南瓜、 ブロ ッ コ
リ ー、 露地胡瓜、 なす、 キ
ヌ サヤ類、 高菜

地域振興作物助成（ 基
幹・ 二毛作）

地域振興作物の作付面
積 880ａ 1230ａ

2 野菜、 花き ・ 花木
園芸作物等助成（ 基
幹）

園芸作物等の作付面積 167ａ 285ａ

2500ａ

4 麦
担い手によ る 麦作付け
助成（ 基幹・ 二毛作）

担い手によ る 麦の作付
面積 7597ａ 7250ａ

3 大豆
大豆担い手集約化助成
（ 基幹）

担い手によ る 大豆の作
付面積 4077ａ

100%

6 麦・ 飼料作物
麦・ 飼料作物二毛作助
成（ 二毛作）

麦・ 飼料作物の作付面
積と 麦・ 飼料作物によ
る 二毛作取組率

5 麦
麦わら 有効活用助成
（ 基幹・ 二毛作）

麦の作付面積に対する
麦わら 有効活用面積比 100%

7
そば・ なたね

（ は種前契約等を 締結し た
も の）

そば・ なたねの作付け
二毛作助成（ 二毛作）

そば・ なたねの二毛作
作付面積と 基幹作物に
対する 二毛作取組率

8
飼料用米・ ＷＣ Ｓ 用稲・ 飼
料作物

耕畜連携助成（ 耕畜連
携基幹・ 二毛作）

耕蓄連携の取組面積 6426ａ 5580ａ

9 そば・ なたね
そば・ なたねの作付け
助成（ 基幹）

そば・ なたねの作付面
積 291ａ 382ａ



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：佐賀県

協議会名：有田町農業再生協議会

1 地域振興作物助成（基幹） 1 １１，０００円／１０ａ
玉葱、南瓜、ブロッコリー、露地胡瓜、なす、

キヌサヤ類、高菜
水田転作として又は主食用米及び戦略作物の裏作として対
象作物を作付けし、出荷・販売する農業者等。

1 地域振興作物助成（二毛作） 2 １１，０００円／１０ａ
玉葱、露地みず菜、南瓜、ブロッコリー、露地

胡瓜、なす、キヌサヤ類、高菜
水田転作として又は主食用米及び戦略作物の裏作として対
象作物を作付けし、出荷・販売する農業者等。

2 園芸作物等助成（基幹） 1 ８，０００円／１０ａ 野菜、花き・花木
水田転作として、対象作物を作付けし、出荷又は販売する
農業者等。

3 大豆担い手集約化助成（基幹） 1 ７，０００円／１０ａ 大豆
転作として大豆を作付し、出荷販売する担い手（認定農業者、集落
営農組織）。なお、集落営農組織にあっては、共同販売経理を規約
に明記していること。

4 担い手による麦作付け助成（基幹） 1 １２，０００円／１０ａ 麦
麦を作付けし、出荷・販売を行う担い手（認定農業者、集落営農組
織）。なお、集落営農組織にあっては、共同販売経理を規約に明記し
ていること。

4 担い手による麦作付け助成（二毛作） 2 １２，０００円／１０ａ 麦
麦を作付けし、出荷・販売を行う担い手（認定農業者、集落営農組
織）。なお、集落営農組織にあっては、共同販売経理を規約に明記し
ていること。

5 麦わら有効活用助成（基幹） 1 １，０００円／１０ａ 麦
出荷又は販売を目的として麦を作付けする農業者等。ただし、集落
営農については、構成員ごとの確認を行い、該当する構成員相当分
を対象とする。

5 麦わら有効活用助成（二毛作） 2 １，０００円／１０ａ 麦
出荷又は販売を目的として麦を作付けする農業者等。ただし、集落
営農については、構成員ごとの確認を行い、該当する構成員相当分
を対象とする。

6 麦・飼料作物二毛作助成(二毛作) 2 １１，０００円／１０ａ 麦・飼料作物
主食用米及び戦略作物の裏作として対象作物を作付けし、
出荷・販売する農業者等。

7
そば・なたねの作付け二毛作助成（二毛

作）
2 １１，０００円／１０ａ そば・なたね

販売・自家加工販売の目的で、そば・なたねのは種前契約
等を締結し、生産した販売農家、集落営農とする。

8 耕畜連携助成（耕畜連携） 3 ３，０００円／１０ａ 飼料用米・ＷＣＳ用稲、飼料作物
わら専用稲の生産及び飼料用米生産ほ場の稲わらの利用、または
飼料生産水田への堆肥散布の取組を行う農業者等。

8 耕畜連携助成(耕畜連携・二毛作) 4 ３，０００円／１０ａ 飼料作物
わら専用稲の生産及び飼料用米生産ほ場の稲わらの利用、または
飼料生産水田への堆肥散布の取組を行う農業者等。

9 そば・なたねの作付け助成（基幹） 1 ２０，０００円／１０ａ そば・なたね
販売・自家加工販売の目的で、そば・なたねのは種前契約
等を締結し、生産した販売農家、集落営農とする。

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してく
ださい。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。


